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名古屋地区のタクシー運賃改定申請のお知らせ

令和７年３月２４日、愛知県名古屋市のつばめ自動車株式会社から下記のとおり一般
乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請書（運賃改定）が提出されました
のでお知らせします。
なお、名古屋地区（※１）において、本申請の日から３ヶ月の間に、申請書を提出し

た法人タクシー事業者の合計車両数（※２）が５割以上となった場合、運賃改定要否の
判断を行うこととなります。

記

１．申請者
法人名：つばめ自動車 株式会社
住 所：愛知県名古屋市中区栄一丁目２１番１７号

２．運賃及び料金変更認可申請の概要（普通車申請分）
【初乗運賃】

車種区分 申 請 運 賃 現 行 運 賃

普 通 車 0.8㎞まで 500円 1.011㎞まで 5０0円

【加算運賃】

車種区分 申 請 運 賃 現 行 運 賃

普 通 車 232ｍまで 100円 232ｍまで ９０円

（※１）名古屋地区（運賃が適用される地域、次ページ略図参照）
愛知県のうち、名古屋市、瀬戸市、津島市、尾張旭市、豊明市、

日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、
愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、
海部郡飛島村（１２市４町１村）

（※２）名古屋地区 事業者数及び車両数（令和７年３月２４日現在）
事業者数：６３者
車 両 数：４，７１２両 ※５割以上＝２，３５６両



【今後の予定スケジュール】

令和７年 令和７年 令和７年
３月２４日 ６月２３日 １１月２５日

（受付期間開始） （受付期間終了） （標準処理期間）

新運賃公示を経て
受付期間 運賃改定

審査期間 新運賃適用
（最初の申請日から
3ヶ月間） （受付期間終了後の

翌日から５ヶ月間）

※ 受付期間中に、申請書を提出した法人タクシー事業者の合計車両数が５割に達し
なかった場合、運賃改定手続は見送ります。
受付期間中に、申請書を提出した法人タクシー事業者の合計車両数が５割に達し

たものの、申請書を提出した事業者のうち、標準的経営を行っている事業者の実績
年度及び実績年度の翌年度の加重平均収支率が、いずれも１００％を超える場合、
運賃改定手続は見送ります。

【名古屋地区略図】
「名古屋地区」とは、下地図の黄色部分です。
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